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なた豆の収穫が、いよいよ始まりました 

１．経緯 

市では平成２０年度から４つのＣによる風土改革に着手しており、平成２１年度は

「環境」をテーマとする目標に重点を置きました。そこで税務課では、そのうちの１

つとしてグリーンカーテンによる環境改善効果を期待し、休憩時間等を利用して“な

たまめ”の生育を進めてきました。これらは盛夏にグリーンカーテンとしての効果を

あげたほか、副産物として「なたまめの種」の収穫に至りましたのでご紹介します。 

 

２．なたまめの種の収穫について 

８月に開花が終わるとすぐに実をつけ、１０月に入ると、大きな“さや”の中には

緑色から薄茶色に変色したものが出始めました。１つのさやの大きさは３０ｃｍ程度

で、中にはびっしりと豆が１０粒程度ずつ並んでいました。今後１か月にわたって収

穫を行い、最終的には１０００粒の収穫を見込んでいます。 

 植えた時期に差があるため、これから収穫期を迎えるものもあり、およそ１０月末

までであれば、収穫をお見せすることができます。 

 

３．なたまめの種の今後について 

 なたまめはお茶にして飲むと粘膜・皮膚系の炎症を改善する効能があり、花粉症等

にも効果があるということです。今後は、天日干しにしたあと粉末状にし、煎って煮

出し型のお茶作りに挑戦します。うまく出来上がったものについては、生育に必要な

土や肥料をいただいたかたへお分けする予定です。 

 

４．成果について 

 環境対策としての日よけと蒸散による冷房効果を狙ったグリーンカーテンについて

は、面積において目標（２４㎡）の１．５倍にあたる３６㎡に達しました。ほかにも、

このカーテンが税務課の窓から良く見えることから、窓口に来られたかたとよく話題

となったとともに、緑色による癒し効果、職員間のコミュニケーション機会の増加等、

数値にできない部分でも効果を感じることができました。
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なた豆の発芽から収穫まで 
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なた豆の収穫を、10 月末までお見せできます 


